
(第 3種郵便物認 百∫) 不申 F 新 雇

==デ
:

淡
路
島
で
最
大
震
度
６
弱
を
観
測
し
た
地
震
は
１３
日
で
発
生

か
ら
丸
■
力
月
が
た
っ
た
。
被
災
地
で
は
今
後
、
傷
ん
だ
住
宅

の
改
修
な
ど
復
興
の
動
き
が
本
格
化
す
る
と
み
ら
れ
る
。だ
が
、

住
宅
被
害
が
限
定
的
な
た
め
、
全
壊
世
帯
に
最
高
３
０
０
万
円

競誂震1カ月本格復興の動きに障壁
■
６
強
と
６
弱
に
境

阪
神

・
淡
路
大
震
災
を
機

に
成
立
し
た
被
災
者
生
活
再

建
支
援
法
は
、
２
度
の
改
正

を
経
て
、
被
災
し
た
住
宅
の

再
建
な
ど
に
最
高
３
０
０
万

円
を
支
給
す
る
。
た
だ
、
支

援
法
が
適
用
さ
れ
る
に
は
、

全
壊
し
た
住
宅
が

「市
町
村

な
ら
１０
世
帯
以
上
」

「都
道

府
県
な
ら
■
０
０
世
帯
以

上
」
な
ど
の
条
件
が
あ
る
。

法
施
行
後
、
最
大
震
度
６

弱
以
上
の
地
震
は
、
淡
路
島

も
含
め
１９
回

（東
日
本
大
震

災
な
ど
の
余
震
は
除
く
）
あ

っ
た
。
こ
の
う
ち
支
援
法
が

適
用
さ
れ
た
の
は
１２
回
。
大

が
支
給
さ
れ
る
国
の
支
援
制
度
は
適
用
さ
れ
な
い
。
島
に
は
わ

ず
か
な
が
ら
も
全
壊
し
た
家
が
あ
り
、

一
部
損
壊
は
９
千
棟
に

迫
る
。
災
害
の
た
び
、
あ
ら
わ
に
な
る
制
度
の
隙
間
を
ど
う
埋

め
る
の
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（岸
本
達
也
）

制度に隙間も法改正の動きなし

半
は
６
強
以
上
の
地
震
で
、

６
弱
に
限
る
と
１０
回
の
う
ち

４
回
に
と
ど
ま
る
＝
表
。

ま
た
、
同
じ
災
害
な
の
に

都
道
府
県
や
市
町
村
ご
と
に

法
の
適
用
、
不
適
用
が
分
か

れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

■
補
完
は
自
治
体

制
度
の
隙
間
を
埋
め
て
き

た
の
は
自
治
体
だ
゛

鳥
取
県
西
部
地
震
が
起
き

た
２
０
０
０
年
、
支
援
法
は

ま
だ
住
宅
再
建
へ
の
支
援
を

認
め
て
お
ら
ず
、
支
給
額
も

■
０
０
万
円
だ
っ
た
が
、
同

県
が
３
０
０
万
円
を
支
給
し

た
。
兵
庫
県
も
こ
れ
ま
で
の

合
風
災
害
で
、
法
の
枠
外
の

世
帯
な
ど
を
支
援
。
独
自
に

支
援
金
を
上
乗
せ
す
る
動
き

も
全
国
で
広
が
っ
た
。

０５
年
に
は
、
兵
庫
県
が
年

５
千
円
の
掛
け
金
で
最
高
６

０
０
万
円
が
支
払
わ
れ
る
県

住
宅
再
建
共
済
制
度

（フ
ェ

ニ
ッ
ク
ス
共
済
）
を
導
入
し

て
い
る
。

今
回
の
淡
路
島
地
震
の
特

徴
は

「
一
部
損
壊
」
し
た
住

宅
の
多
さ
だ
。
県
は

「災
害

援
護
金
」
と
し
て

一
部
損
壊

（損
害
割
合
１０
％
以
上
）
の

世
帯
に
５
万
円
を
支
給
す
る

こ
と
を
決
め
、
各
市
も
見
舞

金
な
ど
の
対
象
を

一
部
損
壊

に
拡
大
し
た
。

一
方
、
全
壊
判
定
さ
れ
た

建
物
も
８
棟

（１３
日
現
在
、

う
ち
非
住
家
２
棟
）
あ
る
。

支
援
法
の
適
用
は
難
し
い
た

め
、
現
金
で
の
公
的
支
援
は

限
ら
れ
て
く
る
。

■
支
援
拡
大
を

「家
を
失
っ
た
被
災
者
に

と
っ
て
、
災
害
の
大
小
は
関

係
な
い
。
支
援
の
差
を
疑
間

に
思
う
の
は
当
然
」
。
室
崎

益
輝
神
戸
大
名
誉
教
授

（防

災
計
画
学
）
は
こ
う
指
摘
し

「本
来
は
国
が
す
れ
ば
い
い

が
、
法
で
線
引
き
が
あ
る
な

ら
県
や
市
で

（法
と
同
じ
）

支
援
金
を
支
給
す
れ
ば
ど
う

か
｝
と
提
起
す
る
。

静
岡
県
で
は
法
が
適
用
さ

れ
な
く
て
も
、
■
戸
で
も
全

壊
が
あ
れ
ば
最
高
３
０
０
万

円
を
支
給
す
る
制
度
を
設
け

て
い
る
。
大
分
県
や
島
根
県

も
同
様
だ
。

室
崎
名
誉
教
授
は
さ
ら
に

「瓦
の
落
下
だ
け
な
ら

一
部

損
壊
だ
が
、
屋
根
を
ふ
き
替

え
れ
ば
多
額
の
費
用
が
か
か

る
。
実
態
は
半
壊
以
上
」
と

し
、
現
状
に
即
し
た
被
害
認

定
基
準
の
見
直
し
を
求
め

る
。支

援
法
は
０７
年
改
正
時
に

「４
年
後
に
見
直
す
」
と
さ

れ
た
が
、
Ｈ
年
に
東
日
本
大

震
災
が
発
生
。
そ
の
後
も
見

直
し
の
動
き
は
な
い
。

「支

援
対
象
の
拡
大
に
つ
な
が
る

改
正
を
国
が
避
け
て
い
る
」

と
の
見
方
さ
え
あ
る
。

民
間
団
体

「兵
庫
県
震
災

復
興
研
究
セ
ン
タ
ー
」

（神

戸
市
中
央
区
）
の
出
口
俊

一

事
務
局
長
は
、
県
が

一
部
損

壊
へ
の
支
援
を
決
め
た
こ
と

を
評
価
し
つ
つ

「被
害
認
定

で

一
部
損
壊
と
い
う
枠
組
み

が
あ
る
以
上
、
支
援
法
な
ど

公
的
支
援
の
対
象
に
し
て
い

く
べ
き
」
と
強
調
す
る
。

支
援
法
施
行
（■
９
９
８
年
■
月
）
以
降
¨
支
給
数
は
今
年
３
月

末
現
在
。
※
は
、
同
じ
都
道
府
県
内
で

一
部
市
町
村
区
の
み
適

用
さ
れ
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
２
０
０
０
年
の
三
宅
島
近
海
の
地

震
で
は
、
火
山
噴
火
の
被
害
で
東
京
都
三
宅
村
に
適
用
さ
れ
た

○
＝
適
用
、
×
＝
不
適
用

震
度
６
弱
以
上
の
地
震
と

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
適
用
状
況

躍

援
却
災

麟
姓
晴
師
韓
産

立
。
当
初
の
支
援
金
は
■
０

０
万
円
だ

っ
た
が
、
２
度
の

改
正
を
経
て
、
全
壊
し
た
住

宅
を
再
建
す
る
場
合
は
最
高

３
０
０
万
円
ま
で
支
払
わ
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
。
使
途
制

限
や
年
齢

。
年
収
制
限
も
な

く
な
っ
た
。
対
象
は

「全
壊
」

「大
規
模
半
壊
」
に
限
ら
れ
、

兵
庫
県
は

「半
壊
」
も
加
え

る
よ
う
求
め
て
い
る
。

年
地 震 名 また は

震 源 地
最 大
震 度 支 援法 支 援金支

給 世帯数

2000

１

３

　

　

４

５

　

７

　

８

　

９

１

　

　

３

０

０

　

　

０

０

　

０

　

０

　

０

１

　

　

１

島・神 津 島 近 海
宅 島 近 海
取 県 西 部
予

新
三
鳥
芸
宮
宮
十
新
福
宮
能

沖
北 部

弱
弱
強
弱
弱
強
弱
　
弱
弱
強
強
強
弱
弱
　
強
強
弱

６
６
６
６
６
６
６
７
６
６
６
６
６
６
６
７
６
６
６

※
※
※
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
※
※

×
○
○
○
×
○
○
○
○
×
○
○
○
×
×
○
○
×
×

４

６

２

　

６

６

７

８

　

１

３

５

８

８

５

　

１

５

０

３

　

４

３

５

４

３

　

　

５

　

２

２

　

８

０

１

　

　

　

　

　

　

５

　

　

　

３

186259
232


